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○議案第１３４号 令和３年度福岡市一般会計補正予算案（第２号） 

〇議案第１３５号 福岡市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 

 

 

 

 

 

 

財  政  局 



議案第134号

　令和３年度　福岡市一般会計

歳　　　入

補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

予算案

説明書

ページ

目款

３ 繰 入 金 １
財 政 調 整
基金繰入金

１
財 政 調 整
基 金 繰 入 金

２３

項

2,419,970合　　　計

10,100,000 2,419,970 12,519,970

10,100,000 12,519,970
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補正予算案　（第２号）

千円

節

区　　　　　分

福岡市財政調整基金条例に基づく基金受入金の追加

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

財 政 調 整
基 金 受 入 金

１

金　　　額

2,419,970
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議案第 135 号 

 

 

福岡市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 

令和３年３月 31 日地方税法等の一部が改正され、一部は同年４月１日から施

行されることに伴い、福岡市市税条例の改正を行う必要があったので、地方自

治法第 179 条第１項の規定により、福岡市市税条例の一部を改正する条例を令

和３年３月 31 日次のように専決処分した。 

本件は、このことについて同条第３項の規定により、議会に報告し、承認を

求めるもの。 

 

 

１  用途変更宅地等の固定資産税等に関する経過措置の延長 

住宅用地から非住宅用地への変更など、用途が変更された宅地等に対して課

する固定資産税等の課税標準額について、同じ用途の周辺の宅地等との税負担

の均衡を図るための措置が、地方税法の改正により、令和５年度まで延長され

ることに伴い、条例においても同様の措置を講じるもの。 

  

 

２ 施行期日 

令和３年４月１日 
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新旧対照表 

福岡市市税条例（昭和36年福岡市条例第53号） 

改 正 前 改 正 後 

   附 則    附 則 

  

(用途変更宅地等及び類似用途変更

宅地等に対して課する固定資産税及

び都市計画税の特例) 

(用途変更宅地等及び類似用途変更

宅地等に対して課する固定資産税及

び都市計画税の特例) 

第17条 平成30年度から令和２年度ま

での各年度分の固定資産税及び都市

計画税については，地方税法等の一

部を改正する法律(平成30年法律第

３号)附則第22条第１項の規定によ

り，法附則第18条の３及び第25条の

３の規定は，適用しない。 

第17条 令和３年度から令和５年度ま

での各年度分の固定資産税及び都市

計画税については，地方税法等の一

部を改正する法律(令和３年法律第

７号)附則第14条第１項の規定によ

り，法附則第18条の３及び第25条の

３の規定は，適用しない。 
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